
2A07 技術移転におけるマテリアルトランスファ 一の問題 

0 新保 斎 ( 渡辺特許法律事務所Ⅰ東大先端 研 ) , 隅藏 康一 ( 政策研究大学院大 ) 

" はじめに " 
近年、 大学等における 学術研究の成果物を 社会に広く還元することが 望まれ、 その枠組 

みとしての法的・ 組織的側面が 整いっ っ あ る。 大学等からの 技術移転は 、 古くは東京大学 

の池田菊苗博モ の 昆布「うま味」成分がバルタミン 酸モノナトリウムであ る発見に基づく、 

「バルタミン 酸塩を主成分とせる 調味料製造 法 」の特許 ( 明治 41 年 7 月 25 日取得 ) が技 

術移転され、 「味の素」が 誕生したことはあ まりにも有名であ る。 このように、 大学の研究 

成果の社会への 移転は 、 人々の生活や 産業界に大きな 影響を与え、 その支援体制のあ り方・ 

制度確立については 重要なテーマであ ることは否定できない。 

そこで本研究では、 知的財産の無体財産権 の整備が進んでいる 大学等の技術移転制度の 

中において、 制度的な整備が 遅れている有形財産の 取り扱いについて、 技術移転機関にお 

ける現状を調査しながら、 その法的側面を 中心に検討した。 

" 二 杖柱 妻等ミ の気 ] 由旬兵士産室の 1 反り扱 レ Ⅰ権 利帰属問題を 中心に " 

大学教官の発明の 帰属に関しては、 従来統一的な 見解がなかったため、 昭和 52 年 6 月 

に文部省の学術審議会は、 「大学教員等の 発明に係る特許等の 取り扱いについて」の 答申を 

した。 この中では、 職務発明規定の 運用に関して 大学教官を民間企業又は 国公立の試験研 

究機関の研究者と 同一に適用することは 限界があ り、 職務発明の範囲を 定めるにあ たって 

は 、 学術研究の発展にとって、 発明をいかに 扱えば特許の 有効利用を図り、 科学技術を開 

花させることができるかの 政策的観点が 必要であ るとしている。 また、 大学の目的は 、 投 

下 資本に見合う 収益をあ げることではなく、 教育及 び 学術研究の発展を 図ることにあ る ( 学 

校 教育法 52 条 ) 。 そこで、 原則として大学教官に 特許を受ける 権 利等を帰属させ、   例外と 

して明白に応用研究を 目的とする研究により 生じた発明は 大学 ( 国 ) に帰属させることと 

した。 ちなみに、 平成 11 年度の国立大学等における 特許等の帰属状況を 見ると発明者に 

帰属したものが 84% と高い。 

最近では、 大学等の発明の 技術移転等を 促進するため、 1980 年に米国で設けられたバイ 

ドール法にならって、 大学等技術移転促進法、 産業活力再生法等の 創設や特許法 195 条 5 

項が改正されている。 これを受けて、 大学等では技術移転機関 (TLO) が設立され、 主に 

教官個人 有 特許の移転を 行っている。 
" ヲて萄色等 きの ; 膏尭多見 何 % 三の耶にり ゴ 及いの 構ョ是頁 ，与一権 利帰属問題を 中心㌣ 

大学の研究においては、 無体物たる発明に 関連して (X は関連せず ) 、 リサーチツール ( 実 

験装置、 遺伝子改変マウス ) 等の有形物を 作成することがあ る。 技術移転を受ける 企業や 
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研究者個人にとっては、 この有形財産の 譲受を望む場合があ り、 大学においてもこれら リ 

サーチツールへのアクセスの 容易は、 科学技術の発展・ 研究の自由を 確保する上でも 重要 

であ る。 その一方で、 この有形財産の 帰属については、 債権 的権 利であ る特許を受ける 権 

利 等と物権 たる有形財産を 同列に論じてよいのかとの 問題もあ る。 

ここで、 有形財産の帰属先を 判断する上でも、 まず大学教官の 発明が職務発明であ るか 

否 かほついて論じなけれ ば ならない。 上述した答申の 中で、 大学発明は「使用者に 帰属さ 

せず、 大学教官に帰属させる」との 文言であ り、 職務発明であ るのか否かは 言明をさけ て 

いるよ う に思われる。 つまり、 表で示したよ う に同じ個人 有 でもその判断如何では 根拠条 

文が異なり、 有形物の帰属先の 判断にも影響を 及ぼす。 私見としては、 大学教官の個人 有 

の 発明は職務発明であ り、 作成した有形物は 大学 ( 国 ) に帰属すると 考え、 以下にその理 

由を挙げて説明する。 

①、 特許に関する 権 利と有形財産が 同時に発生した 場合について、 それぞれの帰属先を 検 

討する。 大学発明が職務発明か 否かで有形物の 帰属 先 が異なる。 

表 

職務発明であ る場合 職務発明でな い 場合 

発明に関する 権 利 個人に帰属 ( 特許法 35 条 1 個人に帰属 ( 特許法 29 条 1 

項 ) 項柱書 ) 有形財産の所有権 大学に帰属 ( 民 623 条・ 個人に帰属 ( 民法 246 条 

雇用の原則 ) 加工 ( 添付 ))   
大学の有形物の 実施 自由実施 可 ( 大学が法定通 自由実施不可 

( 使用 ) 常 実施権 を有する ) 

有形物を移転 一般に複雑 ( 国有財産法・ 有形物の所有権 は使用、 一 収 

会計法の適用を 受ける ) 益 、 処分可 

その他 大学は、 不当利得の規定によ 

り 償金請求 可 ( 民 248 条 ) 

すなね ち、 大学教官の研究活動が 職務でないと 判断する場合には、 そこから生じた 有形物も個 

人 育 となってしまい、 一般的に妥当でないし、 税金であ る研究費から 派生した研究成果物の 全部 

を 個人 有 どすることは 広く国民に理解が 得られるとは 考えにくい。 従って、 大学に帰属させること 

が妥当性を持ち、 さらに帰納的に 大学教官の発明行為は 職務発明であ ることが考えられる。 

②、 大学発明が職務発明であ ると、 法定通常実施権 は大学が有することになるが、 大学は発明 

の不実施機関であ るので、 実施適格者でかい 大学に職務発明の 概念を持ち込むことは 不適であ 

るとの見解 (2) があ る。 しかし、 現在においては 特許に関する 権 利の財産的価値が 向上しており、 

法定通常実施権 の譲渡もできることから、 必ずしも大学が 実施適格者でなくともよいと 思われる。 

③、 また、 「職務」とは 従業者が使用者の 要求に応じて、 業務の一部を 遂行を担当する 責務であ 
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る 。 そこで、 自由に研究テーマを 自ら定めて進める 場合には該当しないとの 反論があ るが、 発明 

完成が予定され 期待されている 場合、 すなむち発明をなし 得る可能性をもっ 職務上の地位を 有 

していれば、 「職務」となると 解されている (3L 。 

④、 さらに、 産業技術力強化法 16 条 1 項 t 号において、 「その特許発明 ( 職務発明 ( 特許法 35 条 

1 項に規定するもの ) の発明者であ る大学の学長、 教授、 助手、 ( 略 )) 」と規定され、 教官個人有 

の発明について、 特許法 35 条 1 項を根拠に個人 有 であ ることが明示された。 従って、 大学教官 

個人有の発明についても、 職務発明であ ることに一応の 決着がっ い たものと思われる。 

このように大学教官の 発明行為は、 職務であ り、 雇用の原則から 生じた有形財産は 大学に帰属 

するものと思われる ( 民 623 条 ) 。 従って、 有形物 な窓意 的に譲渡等することから 生じる利益 相 反 

の問題や有形物の 譲渡に係る種々の 法律問題 ( 製造物責任法、 動物保護法等 ) も大学 ( 若しくは 

TLO) が一括して行 う ため、 そのコントロールができるものと 思われる。 さらに、 大学が有形 物 の一 

括管理をするために、 研究者の研究機関の 移動に伴 う 、 これらの移転についても 従来とは異なり 

透明性の高いものとなることが 期待される。 

"2 ラ 七 % 匂 え二六千 属 " をこ六 ヂす - る ・ R 尋是頁 " 

しかしながら、 上記の表で示したよ う に、 特許等と有形 物が リンクする場合には、 それぞれの帰 

属 先 が異なることとなる。 従って、 有形物を特定企業に 譲渡した場合に、 それ，に係る 特許が教官 

個人にあ るために、 その移転作業が 煩雑となったり、 仮に移転された 企業に特許の 実施許諾を 

与えられないと、 その有形物の 製造・使用等は、 特許権 者の権 利を侵害するものとなり 権 利関係 

が 錯綜することとなる。 

この点、 米国・英国では 大学発明に係る 特許等の権 利は、 たとえ国からの 研究費であ っても 各 

大学が有し、 有形 物 と知的財産権 の一元管理がなされており、 大学の利益 相 反の問題、 法的側 

面についても TLO 等の専門部署で 一括管理することができる。 わが国では、 大学発明の帰属 先 

が 大学 ( 国 ) と個人と混在しており、 また、 有形物は大学 ( 国 ) であ ると解され、 通常一の製品 は 多 

くの特許を有することを 鑑みると、 このように多元的にあ ることは技術移転の 妨げになるよ う に思わ 

吾ス ぺくノ守ノ 0 

" その他の問題 " 
近年、 大学にお ; 、 ても大規模な 付属研究所や 受託研究 ( 遺伝子改変マウスの 作成，譲渡 ; など、 

国公立研究所等の 垣根が失われつつあ ることも事実であ る。 従って、 この 2 者を区別して、 このよ 

う な問題を論ずる 必要 は ないと思われるが、 大学の研究に 過度な競争原理を 持ち込むことが 不 

適当であ ることや、 研究の白虫 性 が特に重ん ，， られる特徴 " あ ることを考慮しか ， 右 ，ばな ， なむ 、 - 

その 某季ヌ、 タュベ、 の 周辺に技術移転による 社会の貢献があ るよ う に考える。 

例えば、 ; 制限酵素を利用した 組換え L@NAJ の発明 は 、 ， 夕 シフオ ー " 入堂 め コーエン㍉ 
その 蛙 義蜂Ⅱヰ %" 養油キ 拓ん 簾 ;"  キ % によって特許出願 ; 騰 特許 宅 ㌍ 22 ヰ 等 ; さォし 、 その特許権 ほ大学に譲渡され だ 後に、 大学 

    め方針。 ，，広く研究者に 利 壌 きが呑口 め， ; イオ技術の発展を 牽引し正一因であ る。 まだ、 

乱軍 研 笠岡 め 大村氏 ジ j ; ニ， ; 一メ 。 イン   :     ， Ⅰ   士ニ   -". コ号古江 "-     二                     ""   。   '     " ヰ                                                     '       " " 卓二 
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っ た事例もあ る。 このように、 大学特許のあ り方に対するポリシーが 最も重要で、 これら 

の基本スタンスを 確立・維持しながら、 特許、 有形財産の技術移転ができる 枠組みを確立 

すべきであ ると考えている。 

引用文献 

(1) 大村正義「大学特許の 問題をめぐって」科学朝日 67 年 11 月号、 p125 

(2) 東京地裁 昭 38 年 7 月 30 日判決、 昭 33 ( ヮ ) 第 9523 号 

一 288 一 


